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【本資料の位置付け】 

本資料は、平成２６年１月１４日（火）に開催された第７回調査・安全小委員会における、国際

宇宙ステーション(ISS)に提供する ISS 構成要素及び搭載物の安全性確認に対する構成員から

の質問に対し、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の回答をまとめたものである。 
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○安全確保の考え方に関する質問 

【質問番号 １－１】鋭利端部への接触について 

【質問内容】 

 当該の鋭利端部をクルーの接触禁止エリアとして設定することで必要な安全が確保されてい

ると思う。しかし，説明資料で見る限り，ラッチの爪の先端のＲを基準値の１.０にすることはそれ

ほど難しくないのではないかと思う。どうしてこの部分のＲを基準値まで大きくできないのです

か。 

 

【資料の該当箇所】資料 7-1-4、p.12,13 

 

 

【回答者】JAXA 

【回答内容】 

図-1に該当部の図を示します。ラッチの爪の先端をハンドホールドにひっかける構造になってい

ます。ハンドホールドは既に「きぼう」に設置されており、その形状はある程度の個体差を見込む

必要があります。該当部のRを大きくすると、ラッチとハンドホールドが接触している面積が小さく

なり、ExHAMがハンドホールドから外れやすくなります。 

 

まず、資料7-1-2, p.5に示した安全設計・審査の基本方針に従い、ハザードの除去あるいは設計

による制御として、ラッチの爪を長くして、先端のRを確保する方法について検討しました。しかし、

その場合、ExHAMの運用終了後にExHAMをハンドホールドから取り外す時に、ラッチアームの開

度を大きくする必要が生じます。ラッチアームの開度を大きくすると、ExHAMをハンドホールドへ

取り付ける際に、子アームはExHAMのラッチアームのテーパをガイドとして使用するため、このガ

イドとしての要求を満足できなくなります。 

以上のような、子アームによるExHAMの取付／取外し時の制約や安全要求を検討した結果、現

在の設計とし、安全確保の方法は運用手段による制御としています。検証結果を確認し、ハザー

ドの残存リスクは十分に低いレベルに制御できていると判断しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―１ 鋭利端部 
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【質問番号 １－２】基本指針に対する安全検証結果について 

【質問内容】 

付表 1（基本指針に対するＥｘＨＡＭの安全検証結果）の中で「該当機能がないため適用外と

する」と記載されている項目があります。 

例えば、8/10の回転機器に対する防護では、該当機能（回転機能）がないので、理解できま

すが、1/10 ページ、自然環境からの保護に関する項目「隕石・スペースデブリ」に対する記述

は少し違和感があります。ここでは、搭乗員への直接的な被害リスクの回避策のみが対象とさ

れているようですが、ＥｘＨＡＭが隕石・スペースデブリの衝突により破損→人工物体の発生

（4/10ページ、軌道上環境等の保全に違反）の可能性があるのではないでしょうか。  

また、宇宙放射線の影響に関しても同様ですが、この場合は、ミッション期間中の材料劣化

による破損は発生しないでしょうから、安全上の問題は生じないと思います。しかし、この事は

適用外とは違うので、別の適切な表現にすべきではないでしょうか。 

プラズマによる帯電防止についても、ＥｘＨＡＭは適切な防護策（ＩＳＳ構造に接地）が採られ

ていると記述すべきではないでしょうか。 

 

【資料の該当箇所】付表-1、該当するページは上記参照 

 

 

【回答者】JAXA 

【回答内容】 

1. スペースデブリ 

基本指針では「隕石・スペースデブリの衝突により、JEMの安全に関わるシステムが損傷し、

搭乗員が～」と規定されています。 

この指針の規定に対応して、付表-1の2列目「【参考】国際宇宙ステーションの日本の実験棟

(JEM)の安全設計について（報告）」にあるように、安全上重要な与圧モジュールに対してはスペ

ースデブリに対する要求（非貫通確率）を設定しており、下記の防御対策をとっています。 

 

① 直径1cm以下のデブリ 

バンパで防御。 

② 直径10cm以上のデブリ 

ISSの軌道制御により衝突回避。 

③ 直径1～10cmのデブリ 

デブリが貫通した場合、搭乗員は他のモジュールへ退避。 

 

JEMの安全に関わるシステムでないExHAMにはこの要求は適用しておらず、ExHAMとしての耐

デブリ設計は行っていないため「適用外」としました。 

 

なお、ご質問頂いた、「ExHAMがスペースデブリの衝突により破損し、p.4/10、(3)軌道上環境等

の保全、に違反するのでは。」につきまして、ISS安全要求（SSP 51700）では、圧力容器などスペ

ースデブリが衝突した時にハザードを発生する曝露実験装置に対して非貫通確率が要求されて

います。スペースデブリの衝突により発生する二次的なスペースデブリに対する要求はありませ

ん。 

これは基本指針の「合理的に可能な限り抑制するように考慮すること」にも適合しております。 
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2. 宇宙放射線 

1 項のスペースデブリと同様、ExHAM は JEM の安全に関わる機器ではないため、「適用外」と

しました。 

 

なお、評価指針の規定の観点からExHAMの対応状況を説明しますと、ExHAMは電子機器を持っ

ていないため、放射線による誤動作等はありません。また、ExHAMで使用している材料は金属材

料であるため、放射線による材料の劣化は問題になりません。 

 

3. プラズマ 

これも同様に、基本指針の「搭乗員の安全及び安全に関わる機器の正常な動作を確保できる

こと」という観点で、「適用外」としました。 

 

なお、評価指針の規定の観点からExHAMの対応状況を説明しますと、ExHAMはハンドホールド

に電気的に接地する機能を持っており、適切な防護策をとっております。 

ハンドホールドへの電気的な接地は、資料7-1-3, p.8の「ボンディングアーム」を使用して行いま

す。 
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○安全審査プロセスに関する質問 

【質問番号 ２－１】 各フェーズでの安全審査者に参加される方の分野について 

【質問内容】 

フェーズ０～フェーズⅢまでの審査会では、審査する方々がそれぞれ独立しているとの確認を

させていただきました。各フェーズでの審査は、安全審査の目的（視点）がそれぞれ異なってくる

（審査項目、内容が違う）ので、審査される方々の視点（分野）も違ってきます。 

そこで質問ですが、フェーズ０などの概念設計や基本設計では比較的幅広い分野の人材で構

成したほうが良く、フェーズⅡでは比較的専門性の高い人材で、フェーズⅢでは決められた項目

が確実に実施・検証されているか、といった視点で見ることに優れた人材（分野）で構成したほう

が良いと思っています。 

各フェーズでどのような考え方で審査する人を選択されているのでしょうか。次回その辺を補

足して説明いただければ幸いです。 

 

【資料の該当箇所】資料 7-1-2、p.6,17 

 

【回答者】JAXA 

【回答内容】 

1月14日の調査・安全小委員会でのご説明が不十分でした。 

有人安全審査会の審査員は基本的に固定しており、同じ審査員がフェーズⅠからフェーズⅢま

でを通して審査します。 

安全審査はハザードを識別し制御手段と検証方法が妥当かどうかを見るもので、フェーズが

進むと、その詳細度が増してゆきますが、審査の視点は一貫しております。また、審査員は、経

験を有する各部のシニア、および専門技術に詳しい専門家をバランス良く配置しておりますので

（表1に審査員を示します）、なるべく各フェーズを一貫して審査してもらうのが良いと思っています。

従って、フェーズに応じて審査員を変えてはおりません。 

 



 7 

 

表1 有人安全審査会の審査員 

 種別 分野 所属 

 議長 全般 
有人宇宙ミッション本部 

有人システム安全・ミッション保証室 

ISSプログラム関連部門

長または指名を受けたエ

ンジニア 

審査員 全般 
有人宇宙ミッション本部 

有人システム安全・ミッション保証室 

審査員 全般 
有人宇宙ミッション本部 

宇宙飛行士運用技術部 

審査員 全般 
有人宇宙ミッション本部 

有人宇宙技術センター 

審査員 全般 
有人宇宙ミッション本部 

宇宙船技術センター 

審査員 全般 
有人宇宙ミッション本部 

宇宙環境利用センター 

審査員 全般 
宇宙科学研究所 

ISS科学プロジェクト室 

特定技術分野の専門家 

審査員 システム安全 安全・信頼性推進部 

審査員 構造 構造フラクチャコントロールボード議長 

審査員 電気 日本宇宙フォーラム（元MHI） 

審査員 運用S&MA 
有人宇宙ミッション本部 

有人システム安全・ミッション保証室 

審査員 バッテリ 研究開発本部 電源グループ 

審査員 船外活動 NASA（必要に応じて依頼） 

審査員 毒性 NASA（必要に応じて依頼） 

審査員 機構 NASA（必要に応じて依頼） 

審査員 ソフトウェア NASA（必要に応じて依頼） 
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○ハザード及びハザード原因の抽出手法に関する質問 

【質問番号 ３－１】FMEAによるハザード識別 

【質問内容】 

資料 7-1-4では、FTAによるハザード識別と制御方法が記述されていますが、FMEAによる

ハザード識別は実施されたのでしょうか。 

 

【資料の該当箇所】資料 7-1-2、p.9、資料 7-1-4には該当する説明がない。 

 

 

【回答者】JAXA 

【回答内容】 

FMEAによるハザードの識別も実施しております。FMEAで識別したハザードは、FTAで識別した

ハザードに含まれていました。これは、開発部門及び安全審査部門で確認しております。 

 

 

【再指摘】 

資料7-1-4で、具体的にどのハザードなのでしょうか。それが分かるように、FMEAによるハザード

識別も（添付として）追加してください。 

 

【回答】 

FMEAの結果、ExHAMの不意な放出（UNQ-ExHAM-01）が識別されております。FMEAの結果を

添付として追加します。 
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【質問番号 ３－２】標準ハザードと網羅性について 

【質問内容】 

標準ハザードの項目は、1月 14日の小委員会の際に多くの委員の質問にもあったが、特殊

ケースの修飾語が付いている項目が多く、網羅性に関して“標準”というには違和感がある。実

際、ほとんどのハザードはこれで網羅される旨の説明がありましたが、資料 7-1-4 の 5 ページ

によれば、ＥｘＨＡＭで対応があるのは 16項目中 3個のみで、該当なしが 10個、関連したユニ

ークな項目が 3個となっており、別のユニークなものが 1つある。 

この標準ハザードの項目は国際間合意文書である SSP30599 に基づいているので、本小委

員会の所掌を超えるが、その内容説明が簡略化されたために誤解が生じているのか、あるい

は、網羅性を担保するものが別にあるのでしょうか。 

 

【資料の該当箇所】資料 7-1-2、p.10、資料 7-1-4、p.5 

 

 

【回答者】JAXA 

【回答内容】 

標準ハザードが定義された経緯からご説明します。 

 

日本がスペースシャトルを利用した宇宙実験を開始した頃（1990年代）には、標準ハザードはなく、

全てのハザードを個別にハザードレポート（現在のユニークハザードレポート）を起草していまし

た。 

多くの安全審査を進める中で、様々な機器に対して、共通的なハザードの制御、検証が多くある

ことがわかってきました。 

そこで、NASAは、共通的なハザードを個別に審査するのではなく、「標準ハザード」としてハザー

ドの識別、制御、検証を定型化し、審査の効率化を図ることにしました。これにより、ハザードは

現在の「標準ハザード」と「ユニークハザード」の2種類に分類されました（日本では2004年頃から

実験装置で標準ハザードを使用し始めました。JEMシステム品は既に従来の形式でハザードレ

ポートを作成済だったため、標準ハザードは適用しませんでした。）。 

 

つまり、「標準ハザード」はもともと網羅性を目指して作られたものではなく、安全審査を効率的に

実施するためのものです。 

開発側にとっても、個別にハザードの制御・検証方法を設定する必要がなく、予め設定された選

択肢から選べば良いので、負担が軽減されます。 

 

ハザード識別の網羅性は、FTA、FMEA、標準ハザードなどの手法を組み合わせて実施すること

により担保しています。標準ハザードは主にチェックリスト的な使い方をしており、ハザードの識

別の漏れを防ぐ手段の一つとしています。 
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○抽出されたハザード及びハザード原因への対処に関する質問 

【質問番号 ４－１】ラッチインジケータによる目視確認 

【質問内容】 

③制御では、プリロード機構及びラッチ機構の把持状態を表示するインジケータによる目視

確認（運用制御） 

とあります。これは、取り付け時に行ない，後は確認しないのでしょうか。定期的に確認する

のでしょうか。それとも、１回確認すれば、その後は大丈夫と検証されているのでしょうか。 

 

【資料の該当箇所】資料 7-1-4、p.8 ５．特徴的な制御方法により検証した事項 

 

 

【回答者】JAXA 

【回答内容】 

上記インジケータの目視確認は取付時のみ実施します。その後の確認はしません。 

これは、ExHAMをハンドホールドに取り付けた後は、以下に示す不意な放出を防ぐ制御があり、

検証されているためです。取付後の不意な放出については、p.19、添付2 安全解析結果(2/4)の

「ハンドホールド捕捉後のExHAMの不意な放出」に記載しております。このハザード原因に対して

は、以下のハザード制御を用います。 

1. ExHAMがハンドホールド捕捉後、20kgfのプリロードを加える。（図-1参照） 

2. 2次緩み止め機構を適用する。（図-2参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ プリロード機構 
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図―２ 2次緩み止め機構 
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【質問番号 ４－２】ＥｘＨＡＭまたはハンドホールドの構造破壊について 

【質問内容】 

 「キック荷重が付加された場合，破壊するのは２つあるブラケットの内の１つのみ。（ＥｘＨＡＭ

が外れて飛んでいくことはない。）」と説明されている。「ＥｘＨＡＭが外れて飛んでいくことはな

い。」と結論するためには，次の２つが確認されることが必要である。 

・ブラケット１つは強度余裕があること（確認され説明されている）。 

・キック荷重が加わってもラッチが外れないこと。 

 後者が確認されているから上記の通りの結論を導いているものと推測するが，説明資料の図

では，ラッチ機構の詳細なメカニズムがわからないこと，文章による説明もないことから，資料

では確認できない。この点について補足説明をお願いしたい。 

 

【資料の該当箇所】資料 7-1-4、p.9, 10, 20他 

 

 

【回答者】JAXA 

【回答内容】 

ExHAMの取付手順の詳細を説明します。図-1を併せてご参照ください。 

 

1. ラッチアームが開の状態で、子アームによりExHAMがハンドホールドを把持できる位置へ位

置決めします。 

2. ExHAMが所定の位置に位置決めされ、ラッチ動作を開始できることを、RTLインジケータを使

用して確認します。 

3. 子アームによりExHAMの子アーム用シャフトにトルクを供給します。これにより、子アーム用

シャフトが回転し、プリロード機構が下方へ移動します。 

4. ラッチアームはバネによりラッチアームが閉じる方向に負荷されています。プリロード機構と

ラッチアームの接触部がガイドとなっており、プリロード機構が下方へ移動することにより、ラ

ッチアームが閉じる方向へ動作します。 

5. プリロード機構が所定の位置まで下がると、ラッチアームがハンドホールドを挟み込みます。 

6. ラッチアームが閉状態になったことを、ラッチインジケータを使用して確認します。 

7. さらに子アームによりトルクを供給し、プリロード機構を下方へ下げます。 

8. 必要なプリロードが負荷されていることを、プリロードインジケータを使用して確認します。 

9. 以上でExHAMの取付が完了します。 

 

ラッチ機構はオーバーセンター構造になっています。ExHAMをハンドホールドに取り付けた状態

でキック荷重が負荷されると、ラッチは閉じる方向になります（図-2参照）。このため、ラッチが外

れることはありません。 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―１ ExHAMの取付手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―２ ラッチ機構のオーバーセンター構造 
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【質問番号 ４－３】熱解析結果の内容 

【質問内容】 

資料 7-1-4、11 ページの表で、上部に記述されている「熱解析結果を確認した」というのは

何を確認したのでしょうか。 例えば、待ち時間が適切な値になる事を確認したのでしょうか。 

 

【資料の該当箇所】資料 7-1-4、p.11 

 

 

【回答者】JAXA 

【回答内容】 

船外から船内（エアロック）へ持ち込んだExHAMの温度が、エアロック内で保管することでクル

ーの接触温度範囲（-18～+49℃）に入るまでに要する時間が最悪ケースで18.8時間であり、運用

上実現可能な時間であることを確認しました。 
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【質問番号 ４－４】使用材料に関する記述方法 

【質問内容】 

資料 7-1-4、7ページ、No. 7（船内空気の汚染）に対する制御に関しては、付表-1の 3/10ペ

ージの「有害物質の放出防止」のように記述するのが適切と思う。 

また、No.6については、付表-1の中に該当する項目がないが、同様。 

 

【資料の該当箇所】資料 7-1-4、p.7、付表-1、p.3/10 

 

 

【回答者】JAXA 

【回答内容】 

該当部は標準ハザードとして定型化された制御であり、標準ハザードに記載された制御方法を

記載しております。 

補足説明として、下記を追記させていただきます。 

 

1. 船内空気の汚染（No.7） 

ISSで規定された選定基準（「きぼう」のボリュームを考慮して、各物質ごとの人体に対する許容

量が定められている）に従って使用する材料を選定する。 
非金属からのオフガスについては、少量かつ使用実績のある材料を用い、オフガス発生量を

ISSで設定される基準レベル内とする。 
 

2. 火災（No.6） 

ExHAMに使用する材料は、可燃性のレーティングが低い材料から選定する。 

 

資料7-1-4, p.7の改訂案を添付します。 
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